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行
政
報
告

▼
農
作
物
の
生
育
状
況
等

　

９
月
１
日
現
在
の
農
作
物

の
生
育
状
況
に
つ
い
て
、
4

月
か
ら
5
月
に
か
け
て
は
高

温
少
雨
、
6
月
中
旬
か
ら
7

月
中
旬
ま
で
は
低
温
寡か

し
ょ
う照（

日

照
不
足
）
で
経
過
し
、
生
育

は
一
時
停
滞
。
そ
の
後
、
8

月
初
旬
ま
で
の
好
天
に
よ
り

生
育
は
回
復
傾
向
に
あ
っ
た

が
、
8
月
中
旬
以
降
も
変
動

の
大
き
い
気
象
で
推
移
し
た

た
め
、
依
然
と
し
て
一
部
作

物
で
生
育
が
停
滞
し
て
い
る
。

条
例
改
正

▼ 

清
水
町
公
民
館
使
用
条

例
の
一
部
改
正

▼ 

清
水
町
文
化
会
館
条
例

の
一
部
改
正

　

文
化
セ
ン
タ
ー
大
規
模
改

修
に
伴
う
使
用
料
の
改
正
の

ほ
か
、
公
民
館
の
部
屋
の
名

称
変
更
、
冷
房
期
間
の
前
後

1
か
月
間
延
長
な
ど
。

　【
全
員
賛
成
で
全
て
可
決
】

▼ 

特
定
教
育
・
保
育
施
設

等
の
利
用
者
負
担
金
条

例
の
一
部
改
正

▼ 

学
校
給
食
セ
ン
タ
ー
条

例
の
一
部
改
正

▼ 

町
立
幼
稚
園
保
育
料
等

徴
収
条
例
の
廃
止

　

国
の
幼
児
教
育
・
保
育
の

無
償
化
に
伴
い
、
3
歳
以
上

の
子
ど
も
と
住
民
税
非
課
税

世
帯
の
3
歳
未
満
の
子
ど
も

の
保
育
料
を
令
和
元
年
10
月

か
ら
無
料
と
す
る
。

　

国
の
制
度
に
お
い
て
は
、

こ
れ
ま
で
保
育
料
に
含
ま
れ

て
い
た
給
食
の
副
食
材
料
費

に
つ
い
て
は
保
護
者
か
ら
徴

収
す
る
こ
と
と
し
て
い
る
が
、

本
町
に
お
い
て
は
、
副
食
材

料
費
に
つ
い
て
も
無
料
と
す

る
。

　

今
回
、
国
の
制
度
で
は
保

育
料
無
償
化
と
な
ら
な
か
っ

た
3
歳
未
満
の
子
ど
も
に
つ

い
て
も
、
副
食
材
料
費
分
を

町
が
負
担
し
、
無
料
と
す
る
。

幼
稚
園
児
の
給
食
費
に
つ
い

て
も
町
が
負
担
し
、
無
料
と

す
る
。

　【
全
員
賛
成
で
全
て
可
決
】

９
月
10
日
報
告
分

▼ 

町
民
バ
ス
に
よ
る
　
　

物
損
事
故 

　

7
月
13
日
、
北
海
道
小
学

生
陸
上
競
技
大
会
送
迎
業
務

中
、
厚
別
公
園
競
技
場
の
駐

車
場
か
ら
車
道
へ
出
た
際
に
、

駐
車
場
へ
入
っ
て
来
た
乗
用

車
と
接
触
。
相
手
方
車
両
は

運
転
手
席
側
の
車
体
後
方
側

面
、
町
民
バ
ス
は
車
両
右
側

後
方
の
路
肩
灯
及
び
後
輪
部

車
体
を
損
傷
し
た
。

新
規
条
例

▼ 

第
１
号
会
年
度
任
用
職

員
の
報
酬
及
び
費
用
弁

償
に
関
す
る
条
例

▼ 

第
２
号
会
年
度
任
用
職

員
の
給
与
に
関
す
る
条

例
▼ 

地
方
公
務
員
法
及
び
地

方
自
治
法
の
一
部
を
改

正
す
る
法
律
の
施
行
に

伴
う
関
係
条
例
の
整
備

等
に
関
す
る
条
例

　

地
方
公
務
員
法
と
地
方
自

治
法
の
改
正
で
、
令
和
２
年

４
月
か
ら
自
治
体
の
非
正
規

職
員
に
「
会
計
年
度
任
用
職

員
制
度
」
が
導
入
さ
れ
る
こ

と
に
伴
う
条
例
の
新
設
。

　

第
１
号
会
計
年
度
任
用
職

員
は
パ
ー
ト
タ
イ
ム
（
非
常

勤
・
短
時
間
勤
務
）
の
非
正

規
職
員
で
、
第
2
号
会
計
年

度
任
用
職
員
は
フ
ル
タ
イ
ム

（
常
勤
）
の
非
正
規
職
員
。

　【
全
員
賛
成
で
全
て
可
決
】

▼ 

清
水
町
の
消
防
団
の
設

置
及
び
消
防
団
員
の
定

員
並
び
に
非
常
勤
消
防

団
員
の
任
命
等
に
関
す

る
条
例
の
一
部
改
正

　

成
年
被
後
見
人
等
の
権
利

の
制
限
に
係
る
措
置
の
適
正

化
等
を
図
る
た
め
の
関
係
法

律
の
整
備
に
関
す
る
法
律
第

44 

条
に
よ
り
、
地
方
公
務

員
法
が
改
正
さ
れ
た
こ
と
を

踏
ま
え
、
消
防
団
員
の
欠
格

条
項
か
ら
成
年
被
後
見
人
及

び
被
保
佐
人
を
削
除
す
る
。

　【
全
員
賛
成
で
可
決
】

▼ 

印
鑑
の
登
録
及
び
証
明

に
関
す
る
条
例
の
一
部

改
正

　

住
民
基
本
台
帳
法
施
行
令

の
一
部
改
正
に
伴
い
、
令
和

元
年
11
月
5
日
か
ら
住
民
票

や
個
人
番
号
（
マ
イ
ナ
ン
バ

ー
）
カ
ー
ド
へ
の
旧
氏
（
旧

姓
）
記
載
が
可
能
と
な
る
こ

と
か
ら
、
旧
氏
の
印
鑑
で
も

印
鑑
登
録
が
で
き
る
よ
う
に

改
正
す
る
。

　【
全
員
賛
成
で
可
決
】

そ
の
他
の
報
告

▼ 

健
全
化
判
断
比
率

▼ 

資
金
不
足
比
率

　

健
全
化
判
断
比
率
及
び
資

金
不
足
比
率
は
、
一
般
会
計
・

特
別
会
計
に
つ
い
て
は
早
期

健
全
化
基
準
（
イ
エ
ロ
ー
ラ

イ
ン
）
と
財
政
再
生
基
準
（
レ

ッ
ド
ラ
イ
ン
）、
公
営
企
業

会
計
（
本
町
に
お
い
て
は
水

道
事
業
会
計
と
下
水
道
事
業

会
計
）
に
つ
い
て
は
経
営
健

全
化
基
準
（
イ
エ
ロ
ー
ラ
イ

ン
）
が
定
め
ら
れ
て
お
り
、

各
基
準
以
上
と
な
っ
た
場
合
、

財
政
運
営
の
健
全
化
を
図
る

た
め
の
計
画
策
定
な
ど
、
様
々

な
制
約
が
課
せ
ら
れ
る
。

　

平
成
30
年
度
決
算
に
基
づ

く
本
町
の
財
政
の
健
全
化
を

示
す
指
標
は
、
早
期
健
全
化

基
準
、
経
営
健
全
化
基
準
（
イ

エ
ロ
ー
ラ
イ
ン
）
を
下
回
っ

て
お
り
、
過
去
５
年
の
指
標

を
比
較
す
る
と
年
々
改
善
し

て
き
て
い
る
。

　【
質
疑
な
し
、
報
告
済
】

大規模改修後の文化センター大ホール

7 清水町議会だより
№159　2019年11月

審議結果第５回定例会
（令和元年９月）

補
正
予
算

▼ 

令
和
元
年
度
一
般
会
計

補
正
予
算
（
第
4
号
）

　

既
定
予
算
に
3
億
２
５
８

７
万
9
０
０
０
円
を
追
加
し
、

予
算
総
額
を
１
０
４
億
３
１

５
１
万
６
０
０
０
円
と
す
る
。

　

主
な
増
額
補
正
は
、
２
〜

３
ペ
ー
ジ
に
記
載
の
「
に
ん

に
く
肉
ま
つ
り
」
開
催
経
費

補
助
金
と
渋
沢
栄
一
生
誕
の

地
で
あ
る
埼
玉
県
深
谷
市
と

の
交
流
に
係
る
旅
費
や
産
業

祭
へ
の
出
店
経
費
の
ほ
か
、

各
種
電
算
シ
ス
テ
ム
改
修
業

務
委
託
料
、
帯
広
厚
生
病
院

運
営
費
補
助
金
、
農
業
関
係

の
補
助
金
や
奨
励
金
、
町
営

育
成
牧
場
の
飼
料
費
、
道
路

等
の
補
修
工
事
費
、
除
雪
車

借
上
料
、
ス
ク
ー
ル
バ
ス
車

庫
修
繕
工
事
費
な
ど
。

　【
賛
成
多
数
で
可
決
】

　
・
賛
成
10

　
・
反
対
２
　

　
　
　 

鈴
木
孝
寿 

議
員

　
　
　
中
島
里
司 

議
員

そ
の
他
の
議
案

▼ 

損
害
賠
償
の
額
の
決
定

及
び
和
解

【
損
害
賠
償
の
額
】
25
万
１

８
１
３
円
【
和
解
の
内
容
】

当
方
側
の
過
失
割
合
１
０
０

％
相
当
額
を
賠
償
、
相
手
側

は
今
後
一
切
の
請
求
、
異
議

の
申
し
立
て
、
訴
え
の
提
訴

等
を
行
わ
な
い
【
事
故
の
概

要
】
町
民
バ
ス
に
よ
る
物
損

事
故
（
行
政
報
告
の
と
お
り
）

　
【
全
員
賛
成
で
可
決
】

意 

見 

書

　

森
林
整
備
事
業
及
び
治
山

事
業
の
財
源
の
十
分
か
つ
安

定
的
な
確
保
、
森
林
整
備
事

業
に
お
け
る
地
方
債
の
特
例

措
置
の
継
続
、
森
林
整
備
か

ら
木
材
の
加
工
・
流
通
、
利

用
ま
で
の
一
体
的
な
取
り
組

み
や
森
林
づ
く
り
を
担
う
林

▼ 

令
和
元
年
度
後
期
高
齢

者
医
療
保
険
特
別
会
計

補
正
予
算
（
第
２
号
）

　

既
定
予
算
に
９
万
３
０
０

０
円
を
追
加
し
、
予
算
総
額

を
１
億
７
５
1
７
万
２
０
０

０
円
と
す
る
。

　

内
容
は
、
後
期
高
齢
者
医

療
広
域
連
合
納
付
金
（
保
険

料
分
）
の
追
加
。

　【
全
員
賛
成
で
可
決
】

▼ 

令
和
元
年
度
介
護
保
険

特
別
会
計
補
正
予
算
（
第

２
号
）

　

既
定
予
算
に
４
１
１
８
万

６
０
０
０
円
を
追
加
し
、
予

算
総
額
を
11
億
６
７
６
５
万

６
０
０
０
円
と
す
る
。

　

内
容
は
、
高
額
医
療
合
算

介
護
サ
ー
ビ
ス
費
、
介
護
給

付
費
準
備
基
金
積
立
金
、
国

庫
道
費
負
担
金
等
返
還
金
の

追
加
。

　【
全
員
賛
成
で
可
決
】

上神田 憲男　さん

　
現
行
の
「
過
疎
地
域
自

立
促
進
特
別
措
置
法
」
は
令

和
３
年
３
月
末
で
失
効
す
る
。

　

過
疎
地
域
が
、
安
心
・
安

全
に
暮
ら
せ
る
地
域
と
し
て

健
全
に
維
持
さ
れ
る
こ
と
は
、

同
時
に
、
都
市
を
も
含
め
た

国
民
全
体
の
安
心
・
安
全
な

生
活
に
寄
与
す
る
も
の
で
あ

る
こ
と
か
ら
、
引
き
続
き
総

合
的
な
過
疎
対
策
を
充
実
・

強
化
さ
せ
る
こ
と
が
必
要
で

あ
り
、
新
た
な
過
疎
対
策
法

の
制
定
を
強
く
要
望
す
る
。

　【
賛
成
多
数
で
可
決
】

　
・
賛
成
11

　
・
反
対
1

　

　
　
　
高
橋
政
悦 

議
員

人
　
事

▼ 

教
育
委
員
会
委
員

の
任
命
に
同
意

　

教
育
委
員
会
委
員
に
上
神

田
憲
男
さ
ん(

交
睦)

を
再

任
し
た
い
旨
の
町
長
提
案
が

あ
り
、
議
会
は
「
同
意
」
し

ま
し
た
。

業
事
業
体
や
人
材
の
育
成
に

必
要
な
支
援
措
置
の
充
実
・

強
化
を
求
め
る
。

　【
賛
成
多
数
で
可
決
】

　
・
賛
成
11

　
・
反
対
1

　
　
　
高
橋
政
悦 

議
員

▼ 

選
挙
管
理
委
員
会

委
員
及
び
同
補
充

員
の
選
挙

　

選
挙
管
理
委
員
会
委
員
及

び
同
補
充
員
の
任
期
満
了
に

伴
い
、
議
会
に
お
い
て
選
挙

を
行
い
ま
し
た
。
当
選
者
は

次
の
と
お
り
で
す
。

選
挙
管
理
委
員
会
委
員

（
定
数
４
名
）

　

山
本
修
一
さ
ん
（
桜
ヶ
丘
）

　

石
原　

昭
さ
ん
（
本
通
３
）

　

三
好
典
幸
さ
ん
（
上
清
水
1
）

　

新
宮
ま
り
子
さ
ん
（
青
葉
）

同
補
充
員
（
定
数
４
名
）

第
1
順
位　

　

広
井
卓
真
さ
ん
（
郷
愛
）

第
２
順
位　

　

高
田
幸
子
さ
ん（
下
美
蔓
１
）

第
３
順
位　

　

大
石
英
昭
さ
ん
（
新
羽
帯
）

第
４
順
位　

　

佐
原
由
理
子
さ
ん
（
文
京
）

　

任
期
は
い
ず
れ
も
、
令
和

元
年
11
月
19
日
か
ら
令
和
5

年
11
月
18
日
ま
で
の
4
年
間

と
な
っ
て
い
ま
す
。

　議会の本会議で使う議案書や説明資料は、
清水町議会ホームページの、「議事日程・審
議結果（議案・賛否公表）」からご覧になる
ことができます。

議会を知る 豆  情報

▼ 

林
業
・
木
材
産
業
の
成

長
産
業
化
に
向
け
た
施

策
の
充
実
・
強
化
を
求

め
る
意
見
書
（
概
要
）

▼ 

新
た
な
過
疎
対
策
法
の

制
定
に
関
す
る
意
見
書

（
概
要
）
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